
�愛媛県規則第２号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則を次のように定める。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。

（医療等の用途）

第２条 条例第１３条ただし書の規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。

� 次に掲げる機関等における学術研究又は試験検査の用途

ア 国の機関

イ 地方公共団体及びその機関

ウ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第４項に

規定する大学共同利用機関

エ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人
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� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号。以下「法」という。）第６９条第４項

の試験の用途

� 法第７６条の６第１項の検査の用途

� 犯罪鑑識の用途

� 前各号に掲げるもののほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める用途

（収去証）

第３条 条例第１４条第１項の職員は、同項の規定により条例第１２条第１項に規定する知事指定薬物又はその疑いがある物品を収去しようと

するときは、その相手方に、収去証（様式第１号）を交付しなければならない。

（身分証明書）

第４条 条例第１４条第３項（条例第１６条第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の身分を示す証明書は、身分証明書（様式第２

号）とする。

（警告書）

第５条 条例第１５条第３項の規則で定める書面は、警告書（様式第３号）とする。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号
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様式第１号（第３条関係） 収去証

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号
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様式第２号（第４条関係） 身分証明書

（表）

（裏）
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様式第３号（第５条関係） 警告書

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号
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�愛媛県規則第３号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成１７年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（身分証明書）

第２条 法第５条第５項（法第２２条第２項及び第３０条第２項におい

て準用する場合を含む。）の身分を示す証明書は、身分証明書

（様式第１号）によるものとする。

（特定開発行為許可標識の設置）

第３条 法第１０条第１項の許可を受けた者（以下「許可を受けた

者」という。）は、当該許可に係る対策工事等（法第１２条に規定

する対策工事等をいう。以下同じ。）の期間中、当該特定開発行

為をする土地の区域（以下「開発区域」という。）内の見やすい

場所に、特定開発行為許可標識（様式第２号）を設置しなければ

ならない。

（特定開発行為の変更の許可の申請）

第４条 法第１７条第２項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書

（様式第３号）によるものとする。

２ 省略

（変更の届出）

第５条 法第１７条第３項の届出は、軽微変更等届出書（様式第４

号）によるものとする。

２ 省略

（許可に基づく地位の承継）

第６条 許可を受けた者について相続、合併又は分割（当該許可に

係る特定開発行為（法第１０条第１項に規定する特定開発行為をい

う。以下同じ。）を承継させるものに限る。）があったときは、

その相続人（相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後

存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当

該許可に係る特定開発行為を承継した法人は、当該許可を受けた

者の地位を承継する。

２ 省略

様式第１号（第２条関係） 身分証明書

（表）

（身分証明書）

第２条 法第５条第５項（法第２１条第２項及び第２８条第２項におい

て準用する場合を含む。）の身分を示す証明書は、身分証明書

（様式第１号）によるものとする。

（特定開発行為許可標識の設置）

第３条 法第９条第１項の許可を受けた者（以下「許可を受けた

者」という。）は、当該許可に係る対策工事等（法第１１条に規定

する対策工事等をいう。以下同じ。）の期間中、当該特定開発行

為をする土地の区域（以下「開発区域」という。）内の見やすい

場所に、特定開発行為許可標識（様式第２号）を設置しなければ

ならない。

（特定開発行為の変更の許可の申請）

第４条 法第１６条第２項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書

（様式第３号）によるものとする。

２ 省略

（変更の届出）

第５条 法第１６条第３項の届出は、軽微変更等届出書（様式第４

号）によるものとする。

２ 省略

（許可に基づく地位の承継）

第６条 許可を受けた者について相続、合併又は分割（当該許可に

係る特定開発行為（法第９条第１項に規定する特定開発行為をい

う。以下同じ。）を承継させるものに限る。）があったときは、

その相続人（相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後

存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当

該許可に係る特定開発行為を承継した法人は、当該許可を受けた

者の地位を承継する。

２ 省略

様式第１号（第２条関係） 身分証明書

（表）

省略

上記の者は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第５条第１項

及び第３０条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入

り、並びに同法第２２条第１項の規定により立入検査をするこ

とができる者であることを証明する。

省略

省略

上記の者は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第５条第１項

及び第２８条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入

り、並びに同法第２１条第１項の規定により立入検査をするこ

とができる者であることを証明する。

省略

（裏） （裏）

省略

（基礎調査のための土地の立入り等）

第５条 省略

２ 省略

省略

（基礎調査のための土地の立入り等）

第５条 省略

２ 省略

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付されている改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則様式第１号

の規定による身分証明書は、改正後の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則様式第１号の規定によ

る身分証明書とみなす。

�愛媛県告示第２４１号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県視聴覚福祉センターの点字印刷物売払代金の収納事

務を次のとおり委託した。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

松山市道後町二丁目１２番１１号

２ 委託期間

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

�愛媛県告示第２４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、宇和島市三間町曽根、大藤、成家、務田、則及び黒井地地域

に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項において

準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業

変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・成妙地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２７年３月１１日から４月７日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所三間支所

３ 第１項の規定により宅地又は垣、柵等 で囲まれた他人

の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その

立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨

を当該土地の占有者に告げなければならない。

４～６ 省略

７ 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第

１項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げて

はならない。

８～１０ 省略

（立入検査）

第２２条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者

は、第１０条第１項、第１７条第１項、第１８条第２項、第１９条

又は前条第１項の規定による権限を行うため必要がある場

合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土

地において行われている対策工事等の状況を検査すること

ができる。

２・３ 省略

（緊急調査のための土地の立入り等）

第３０条 省略

２ 省略

第７章 罰則

第３９条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲

役又は３０万円以下の罰金に処する。

� 第５条第７項（第３０条第２項において準用する場合を

含む。）の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用

を拒み、又は妨げた者

� 第２２条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又

は忌避した者

第４１条 省略

３ 第１項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人

の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その

立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨

を当該土地の占有者に告げなければならない。

４～６ 省略

７ 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第

１項に規定する 立入り又は一時使用を拒み、又は妨げて

はならない。

８～１０ 省略

（立入検査）

第２１条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者

は、第９条第１項、第１６条第１項、第１７条第２項、第１８条

又は前条第１項の規定による権限を行うため必要がある場

合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土

地において行われている対策工事等の状況を検査すること

ができる。

２・３ 省略

（緊急調査のための土地の立入り等）

第２８条 省略

２ 省略

第７章 罰則

第３４条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲

役又は３０万円以下の罰金に処する。

� 第５条第７項（第２８条第２項において準用する場合を

含む。）の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用

を拒み、又は妨げた者

� 第２１条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又

は忌避した者

第３６条 省略

告 示

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号
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�愛媛県告示第２４３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

松山市川の郷町乙１から乙１３まで、乙１６の６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

川の郷町乙１・乙１２・乙１３（以上３筆について次の図に示

す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市寒川町字寒川山乙７２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字寒川山乙７２（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４５号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第１７条第１０項の規定に

基づき、平成２７年２月１９日、本浦地区に係る特定漁港漁場整備事業

計画を次のとおり変更した。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次のとおり」は、省略し、本浦地区に係る特定漁港漁場整備

事業計画の変更に係る特定漁港漁場整備事業計画書は、南予地方局

産業経済部水産課において公衆の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４６号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

ファミ
リーハ
イツＡ
２０６－
Ⅰ －
１７９�

西条市
飯岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ファミ
リーハ
イツＡ
２０６－
Ⅰ －
１７９�

西条市
飯岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ファミ
リーハ
イツＢ
２０６－
Ⅰ －
１８０�

西条市
飯岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ファミ
リーハ
イツＢ
２０６－
Ⅰ －
１８０�

西条市
飯岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

永納山
２１２－
Ⅰ －
１５７�

西条市
河原津
永納
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

永納山
２１２－
Ⅰ －
１５７�

西条市
河原津
永納
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米山
２１２－
Ⅰ －
１５８�

西条市
六軒屋
楠
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米山
２１２－
Ⅰ －
１５８�

西条市
六軒屋
楠
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米山川
２１２－
１００６ａ

西条市
楠・河
原津
（次の
図のと
おり）

土石流 米山川
２１２－
１００６ａ

西条市
楠・河
原津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

米山川
２１２－
１００６ｂ

西条市
楠・河
原津
（次の
図のと
おり）

土石流 米山川
２１２－
１００６ｂ

西条市
楠・河
原津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

東予地方局建設部及び西条市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号
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土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

浦谷川
３４９－
１４１８

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流

柳川
３５０－
１４３２

越智郡
上島町
弓削上
弓削
（次の
図のと
おり）

土石流

巌川
３５２－
１４４５

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

今治土木事務所及び上島町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

下弓削
Ｆ３５０
－�－
５０５�

越智郡
上島町
弓削下
弓削
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下弓削
Ｆ３５０
－�－
５０５�

越智郡
上島町
弓削下
弓削
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳩岡
３５２－
�－２８
�

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳩岡
３５２－
�－２８
�

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新地
３５２－
� －
５３６�

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新地
３５２－
� －
５３６�

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小漕
３５２－
� －
５４０�

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小漕
３５２－
� －
５４０�

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

井ノ頭
川
３４９－
１４１９

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 井ノ頭
川
３４９－
１４１９

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

古殿川
３４９－
１４２０

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 古殿川
３４９－
１４２０

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神ヶ市
川
３４９－
１４２１－
１

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 神ヶ市
川
３４９－
１４２１－
１

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神ヶ市
川
３４９－
１４２１－
２

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 神ヶ市
川
３４９－
１４２１－
２

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神ヶ市
川
３４９－
１４２１－
３

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 神ヶ市
川
３４９－
１４２１－
３

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

井ノ浦
川
３４９－
１４２２

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 井ノ浦
川
３４９－
１４２２

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

松の浦
川
３４９－
１４２３

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 松の浦
川
３４９－
１４２３

越智郡
上島町
魚島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

日比川
３５０－
１４２４

越智郡
上島町
弓削日
比
（次の
図のと
おり）

土石流 日比川
３５０－
１４２４

越智郡
上島町
弓削日
比
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上狩尾
川
３５０－
１４２６

越智郡
上島町
弓削狩
尾
（次の
図のと
おり）

土石流 上狩尾
川
３５０－
１４２６

越智郡
上島町
弓削狩
尾
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

狩尾川
３５０－
１４２７

越智郡
上島町
弓削狩
尾
（次の
図のと
おり）

土石流 狩尾川
３５０－
１４２７

越智郡
上島町
弓削狩
尾
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

柳川上
川
３５０－
１４３１

越智郡
上島町
弓削上
弓削
（次の
図のと
おり）

土石流 柳川上
川
３５０－
１４３１

越智郡
上島町
弓削上
弓削
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南柳川
３５０－
１４３３

越智郡
上島町
弓削上
弓削
（次の
図のと
おり）

土石流 南柳川
３５０－
１４３３

越智郡
上島町
弓削上
弓削
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北引野
川
３５０－
１４３５

越智郡
上島町
弓削引
野
（次の
図のと
おり）

土石流 北引野
川
３５０－
１４３５

越智郡
上島町
弓削引
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

引野川
３５０－
１４３６

越智郡
上島町
弓削引
野
（次の
図のと
おり）

土石流 引野川
３５０－
１４３６

越智郡
上島町
弓削引
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号
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南引野
川
３５０－
１４３７

越智郡
上島町
弓削引
野
（次の
図のと
おり）

土石流 南引野
川
３５０－
１４３７

越智郡
上島町
弓削引
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上明神
川
３５０－
１４３８

越智郡
上島町
弓削明
神
（次の
図のと
おり）

土石流 上明神
川
３５０－
１４３８

越智郡
上島町
弓削明
神
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

明神川
３５０－
１４３９

越智郡
上島町
弓削明
神
（次の
図のと
おり）

土石流 明神川
３５０－
１４３９

越智郡
上島町
弓削明
神
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南明神
川
３５０－
１４４０

越智郡
上島町
弓削明
神
（次の
図のと
おり）

土石流 南明神
川
３５０－
１４４０

越智郡
上島町
弓削明
神
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大江谷
川
３５１－
１４４１

越智郡
上島町
生名
（次の
図のと
おり）

土石流 大江谷
川
３５１－
１４４１

越智郡
上島町
生名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

稲浦川
３５１－
１４４２－
１

越智郡
上島町
生名
（次の
図のと
おり）

土石流 稲浦川
３５１－
１４４２－
１

越智郡
上島町
生名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

稲浦川
３５１－
１４４２－
２

越智郡
上島町
生名
（次の
図のと
おり）

土石流 稲浦川
３５１－
１４４２－
２

越智郡
上島町
生名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥里川
３５１－
１４４３

越智郡
上島町
生名
（次の
図のと
おり）

土石流 奥里川
３５１－
１４４３

越智郡
上島町
生名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

由之左
近川
３５２－
１４４４

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 由之左
近川
３５２－
１４４４

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

由之左
近川
３５２－
１４４６

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 由之左
近川
３５２－
１４４６

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西高原
川
３５２－
１４４７

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 西高原
川
３５２－
１４４７

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高原川
３５２－
１４４８

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 高原川
３５２－
１４４８

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東高原
川
３５２－
１４４９

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 東高原
川
３５２－
１４４９

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小村川
西川
３５２－
１４５０

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 小村川
西川
３５２－
１４５０

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小村川
３５２－
１４５１

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 小村川
３５２－
１４５１

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中川
３５２－
１４５２

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 中川
３５２－
１４５２

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長江川
北川
３５２－
１４５６

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 長江川
北川
３５２－
１４５６

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長谷川
上川
３５２－
１４５７

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 長谷川
上川
３５２－
１４５７

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小漕川
右支川
３５２－
１４５８

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 小漕川
右支川
３５２－
１４５８

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

伊勢免
川
３５２－
１４６３

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 伊勢免
川
３５２－
１４６３

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

伊勢免
川下川
３５２－
１４６４

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 伊勢免
川下川
３５２－
１４６４

越智郡
上島町
岩城
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

今治土木事務所及び上島町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

深浦川
２０３－
１００３

宇和島
市大浦
（次の
図のと
おり）

土石流

下裡田
川
２０３－
１０９４

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流

東大福
浦川
２０３－
１１４４－
１

宇和島
市坂下
津
（次の
図のと
おり）

土石流
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白浦川
２０３－
１１４５－
１

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流

南船隠
川
２０３－
１１６１

宇和島
市三浦
東
（次の
図のと
おり）

土石流

信教寺
川
２０３－
１１７９

宇和島
市三浦
西
（次の
図のと
おり）

土石流

西黒石
川
４８１－
１３０４

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

槇崎川
４８１－
１３０７

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

土石流

東槙崎
川
４８１－
１３０８

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

土石流

長畑川
４８１－
１３１０

宇和島
市吉田
町 沖
村・吉
田町河
内
（次の
図のと
おり）

土石流

下雪森
川
４８１－
１３２３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

栗ヶ谷
川
４８２－
１３６９

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

土石流

戸雁川
４８２－
１３８１

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

土石流

西梶ヶ
内川
４８６－
１６０２

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

土石流

中上谷
川
４８６－
１６１３

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２５０号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

古味の
川
２０３－
� －
２０４３�

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

古味の
川
２０３－
� －
２０４３�

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大内Ｂ
２０３－
� －
２０８８�

宇和島
市三浦
西
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大内Ｂ
２０３－
� －
２０８８�

宇和島
市三浦
西
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

先嬉ヶ
浦
２０３－
� －
２１２１�

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

先嬉ヶ
浦
２０３－
� －
２１２１�

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

柿原ｄ
２０３－
� －
１４７�

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

柿原ｄ
２０３－
� －
１４７�

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

伊吹北
ｆ
２０３－
� －
１４８�

宇和島
市伊吹
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

伊吹北
ｆ
２０３－
� －
１４８�

宇和島
市伊吹
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

屋敷�
４８１－
� －
２６１８�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

屋敷�
４８１－
� －
２６１８�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

木ノ下
４８２－
� －
２２４６�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

木ノ下
４８２－
� －
２２４６�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

麓
４８２－
� －
２２５５�

宇和島
市三間
町金銅
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

麓
４８２－
� －
２２５５�

宇和島
市三間
町金銅
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

駄馬
４８２－
� －
２２６１�

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

駄馬
４８２－
� －
２２６１�

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西屋敷
４８２－
� －
２２６３�

宇和島
市三間
町小沢
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西屋敷
４８２－
� －
２２６３�

宇和島
市三間
町小沢
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

サコ
４８２－
� －
２２６８�

宇和島
市三間
町迫目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

サコ
４８２－
� －
２２６８�

宇和島
市三間
町迫目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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下神田
Ｂ
４８２－
� －
２２７７�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下神田
Ｂ
４８２－
� －
２２７７�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

竹中
４８２－
� －
２７６０�

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

竹中
４８２－
� －
２７６０�

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大下
４８２－
� －
２７６１�

宇和島
市三間
町黒井
地・三
間町戸
雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大下
４８２－
� －
２７６１�

宇和島
市三間
町黒井
地・三
間町戸
雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

八幡
４８６－
� －
２３６０�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八幡
４８６－
� －
２３６０�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

藤井
４８６－
� －
２３７４�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

藤井
４８６－
� －
２３７４�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

横浦�
４８６－
� －
２３９４�

宇和島
市津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

横浦�
４８６－
� －
２３９４�

宇和島
市津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

久保津
�
４８６－
� －
２７８０�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

久保津
�
４８６－
� －
２７８０�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

於泥下
４８６－
� －
２７８２�

宇和島
市津島
町下畑
地・津
島町岩
松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

於泥下
４８６－
� －
２７８２�

宇和島
市津島
町下畑
地・津
島町岩
松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西黒の
瀬川
２０３－
１００９

宇和島
市大浦
（次の
図のと
おり）

土石流 西黒の
瀬川
２０３－
１００９

宇和島
市大浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西高串
本村川
２０３－
１０３７

宇和島
市高串
（次の
図のと
おり）

土石流 西高串
本村川
２０３－
１０３７

宇和島
市高串
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中村川
２０３－
１０３８

宇和島
市高串
（次の
図のと
おり）

土石流 中村川
２０３－
１０３８

宇和島
市高串
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南光満
川
２０３－
１０４６

宇和島
市光満
（次の
図のと
おり）

土石流 南光満
川
２０３－
１０４６

宇和島
市光満
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東安常
川
２０３－
１０４９

宇和島
市高串
（次の
図のと
おり）

土石流 東安常
川
２０３－
１０４９

宇和島
市高串
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下本田
川
２０３－
１０５５

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

土石流 下本田
川
２０３－
１０５５

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

水道川
２０３－
１０５８

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

土石流 水道川
２０３－
１０５８

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

間才川
２０３－
１０６０－
１

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

土石流 間才川
２０３－
１０６０－
１

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

間才川
２０３－
１０６０－
２

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

土石流 間才川
２０３－
１０６０－
２

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下福来
川
２０３－
１１０９－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 下福来
川
２０３－
１１０９－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下福来
川
２０３－
１１０９－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 下福来
川
２０３－
１１０９－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

古味ノ
川北川
２０３－
１１１１－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 古味ノ
川北川
２０３－
１１１１－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

古味ノ
川北川
２０３－
１１１１－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 古味ノ
川北川
２０３－
１１１１－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中阿瀬
部川
２０３－
１１１４

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 中阿瀬
部川
２０３－
１１１４

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

おじ川
東川
２０３－
１１１５

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 おじ川
東川
２０３－
１１１５

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

内屋谷
川
２０３－
１１２７－
１

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 内屋谷
川
２０３－
１１２７－
１

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

内屋谷
川
２０３－
１１２７－
２

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 内屋谷
川
２０３－
１１２７－
２

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

内屋谷
川
２０３－
１１２７－
３

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 内屋谷
川
２０３－
１１２７－
３

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下石引
川
２０３－
１１３２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 下石引
川
２０３－
１１３２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南石引
川
２０３－
１１３３－
１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 南石引
川
２０３－
１１３３－
１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南石引
川
２０３－
１１３３－
２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 南石引
川
２０３－
１１３３－
２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大成北
川
２０３－
１１３６－
１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 大成北
川
２０３－
１１３６－
１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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大成北
川
２０３－
１１３６－
２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 大成北
川
２０３－
１１３６－
２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥坂下
津川
２０３－
１１４３－
１

宇和島
市坂下
津
（次の
図のと
おり）

土石流 奥坂下
津川
２０３－
１１４３－
１

宇和島
市坂下
津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥坂下
津川
２０３－
１１４３－
２

宇和島
市坂下
津
（次の
図のと
おり）

土石流 奥坂下
津川
２０３－
１１４３－
２

宇和島
市坂下
津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東大福
浦川
２０３－
１１４４－
２

宇和島
市坂下
津
（次の
図のと
おり）

土石流 東大福
浦川
２０３－
１１４４－
２

宇和島
市坂下
津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

白浦川
２０３－
１１４５－
２

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流 白浦川
２０３－
１１４５－
２

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

白浦川
２０３－
１１４５－
３

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流 白浦川
２０３－
１１４５－
３

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

白浦川
２０３－
１１４５－
４

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流 白浦川
２０３－
１１４５－
４

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西大福
浦川
２０３－
１１４７

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流 西大福
浦川
２０３－
１１４７

宇和島
市白浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上夏秋
川
２０３－
１１６２－
１

宇和島
市三浦
東
（次の
図のと
おり）

土石流 上夏秋
川
２０３－
１１６２－
１

宇和島
市三浦
東
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上夏秋
川
２０３－
１１６２－
２

宇和島
市三浦
東
（次の
図のと
おり）

土石流 上夏秋
川
２０３－
１１６２－
２

宇和島
市三浦
東
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

尾崎川
２０３－
１１７０

宇和島
市三浦
西
（次の
図のと
おり）

土石流 尾崎川
２０３－
１１７０

宇和島
市三浦
西
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東名切
川
２０３－
１１７１

宇和島
市三浦
西
（次の
図のと
おり）

土石流 東名切
川
２０３－
１１７１

宇和島
市三浦
西
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西明越
川
２０３－
１１８３

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 西明越
川
２０３－
１１８３

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下矢の
浦川
２０３－
１１８４

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 下矢の
浦川
２０３－
１１８４

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

深浦川
２０３－
１１９２－
１

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 深浦川
２０３－
１１９２－
１

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

深浦川
２０３－
１１９２－
２

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 深浦川
２０３－
１１９２－
２

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

水ヶ浦
東川
２０３－
１１９４

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 水ヶ浦
東川
２０３－
１１９４

宇和島
市遊子
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大島中
川
２０３－
１２００

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 大島中
川
２０３－
１２００

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上高助
川
２０３－
１２０７

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 上高助
川
２０３－
１２０７

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下柿之
浦川
２０３－
１２１４－
１

宇和島
市下波
（次の
図のと
おり）

土石流 下柿之
浦川
２０３－
１２１４－
１

宇和島
市下波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下柿之
浦川
２０３－
１２１４－
２

宇和島
市下波
（次の
図のと
おり）

土石流 下柿之
浦川
２０３－
１２１４－
２

宇和島
市下波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

鯨谷川
２０３－
１２３８

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 鯨谷川
２０３－
１２３８

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

頭成川
２０３－
１２３９－
１

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 頭成川
２０３－
１２３９－
１

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

頭成川
２０３－
１２３９－
２

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 頭成川
２０３－
１２３９－
２

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

頭成川
２０３－
１２３９－
３

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 頭成川
２０３－
１２３９－
３

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上筋川
４８１－
１２６６

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

土石流 上筋川
４８１－
１２６６

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西伊勢
川
４８１－
１２７４

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 西伊勢
川
４８１－
１２７４

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西立目
川
４８１－
１２８３

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 西立目
川
４８１－
１２８３

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東中ヶ
浦川
４８１－
１２９０

宇和島
市吉田
町浅川
（次の
図のと
おり）

土石流 東中ヶ
浦川
４８１－
１２９０

宇和島
市吉田
町浅川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒地内
川
４８１－
１３１７

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流 荒地内
川
４８１－
１３１７

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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ハジカ
ミ川
４８１－
１３４８

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 ハジカ
ミ川
４８１－
１３４８

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上是延
川
４８２－
１３６５

宇和島
市三間
町土居
垣内
（次の
図のと
おり）

土石流 上是延
川
４８２－
１３６５

宇和島
市三間
町土居
垣内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥内洞
川
４８２－
１３６７

宇和島
市三間
町 増
田・北
宇和郡
鬼北町
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 奥内洞
川
４８２－
１３６７

宇和島
市三間
町 増
田・北
宇和郡
鬼北町
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土居中
川
４８２－
１３６８

宇和島
市三間
町土居
中
（次の
図のと
おり）

土石流 土居中
川
４８２－
１３６８

宇和島
市三間
町土居
中
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長田川
４８２－
１３７０

宇和島
市三間
町 是
能・三
間町曽
根
（次の
図のと
おり）

土石流 長田川
４８２－
１３７０

宇和島
市三間
町 是
能・三
間町曽
根
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

古谷の
奥川
４８２－
１３７４

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 古谷の
奥川
４８２－
１３７４

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上金山
川
４８２－
１３７７－
１

宇和島
市三間
町大藤
（次の
図のと
おり）

土石流 上金山
川
４８２－
１３７７－
１

宇和島
市三間
町大藤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南金山
川
４８２－
１３８０

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

土石流 南金山
川
４８２－
１３８０

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

竹中川
４８２－
１３８４

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 竹中川
４８２－
１３８４

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西鬼峠
川
４８２－
１３８７

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流 西鬼峠
川
４８２－
１３８７

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西小沢
川川
４８２－
１３９０

宇和島
市三間
町小沢
川
（次の
図のと
おり）

土石流 西小沢
川川
４８２－
１３９０

宇和島
市三間
町小沢
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東小沢
川川
４８２－
１３９１

宇和島
市三間
町小沢
川
（次の
図のと
おり）

土石流 東小沢
川川
４８２－
１３９１

宇和島
市三間
町小沢
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西ノ川
４８２－
１３９２－
１

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 西ノ川
４８２－
１３９２－
１

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西ノ川
４８２－
１３９２－
２

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 西ノ川
４８２－
１３９２－
２

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南金銅
川
４８２－
１３９４

宇和島
市三間
町 田
川・三
間町金
銅
（次の
図のと
おり）

土石流 南金銅
川
４８２－
１３９４

宇和島
市三間
町 田
川・三
間町金
銅
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下金銅
川
４８２－
１３９５

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 下金銅
川
４８２－
１３９５

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下西ノ
川
４８２－
１３９７－
１

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 下西ノ
川
４８２－
１３９７－
１

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下西ノ
川
４８２－
１３９７－
２

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 下西ノ
川
４８２－
１３９７－
２

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上田川
川
４８２－
１３９９－
１

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 上田川
川
４８２－
１３９９－
１

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上田川
川
４８２－
１３９９－
２

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 上田川
川
４８２－
１３９９－
２

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上田川
川
４８２－
１３９９－
３

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 上田川
川
４８２－
１３９９－
３

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東恵美
須坂川
４８２－
１４０２－
１

宇和島
市三間
町大内
（次の
図のと
おり）

土石流 東恵美
須坂川
４８２－
１４０２－
１

宇和島
市三間
町大内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東恵美
須坂川
４８２－
１４０２－
２

宇和島
市三間
町大内
（次の
図のと
おり）

土石流 東恵美
須坂川
４８２－
１４０２－
２

宇和島
市三間
町大内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

音地川
４８２－
１４０５

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 音地川
４８２－
１４０５

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上加町
川
４８２－
１４０６

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 上加町
川
４８２－
１４０６

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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加町川
４８２－
１４０７－
１

宇和島
市三間
町 音
地・三
間町三
間中間
（次の
図のと
おり）

土石流 加町川
４８２－
１４０７－
１

宇和島
市三間
町 音
地・三
間町三
間中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

加町川
４８２－
１４０７－
２

宇和島
市三間
町 音
地・三
間町三
間中間
（次の
図のと
おり）

土石流 加町川
４８２－
１４０７－
２

宇和島
市三間
町 音
地・三
間町三
間中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

掛網代
川
４８６－
１５７８

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 掛網代
川
４８６－
１５７８

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本谷川
４８６－
１５８４

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 本谷川
４８６－
１５８４

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

缶の奥
川
４８６－
１５８６

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 缶の奥
川
４８６－
１５８６

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東本谷
川
４８６－
１６０１

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

土石流 東本谷
川
４８６－
１６０１

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上谷川
４８６－
１６１１

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

土石流 上谷川
４８６－
１６１１

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南上谷
川
４８６－
１６１２

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

土石流 南上谷
川
４８６－
１６１２

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下谷川
４８６－
１６１４

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

土石流 下谷川
４８６－
１６１４

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上山財
谷川
４８６－
１６２４

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

土石流 上山財
谷川
４８６－
１６２４

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下地越
谷川
４８６－
１６２７

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

土石流 下地越
谷川
４８６－
１６２７

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上音地
川
４８６－
１６３３

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

土石流 上音地
川
４８６－
１６３３

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南大門
川
４８６－
１６４６

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 南大門
川
４８６－
１６４６

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

元ノ浦
川
４８６－
１６５７

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 元ノ浦
川
４８６－
１６５７

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西田颪
川
４８６－
１６６５

宇和島
市津島
町田颪
（次の
図のと
おり）

土石流 西田颪
川
４８６－
１６６５

宇和島
市津島
町田颪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

鼠鳴川
４８６－
１６６７

宇和島
市津島
町鼡鳴
（次の
図のと
おり）

土石流 鼠鳴川
４８６－
１６６７

宇和島
市津島
町鼡鳴
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５１号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第９条第

２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）

第２条第１項第４号に規定する数値を次のとおり変更し、平成２７年

４月分の家賃から適用する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構造別 数 値 備 考

八幡浜市国木 神山 ５９ 耐火 ０．７９８０ 第２号棟
に限る。

�愛媛県告示第２５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市大保木字樫原辛１０９番１２から

同字辛１０９番１０まで
平成２７年３月１０日

��������������

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号

１５３



�愛媛県告示第２５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市樋口土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を平成２７年２月２６日認可した。

平成２７年３月１０日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第２５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

三間土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成２７年３月１０日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 岡 義 一 宇和島市三間町金銅３６３番地

〃 高 木 常 樹 宇和島市三間町古藤田３６５番地

〃 中 谷 一 利 宇和島市三間町則１６４６番地

〃 大 戝 勝 馬 宇和島市三間町黒井地１７７３番地

〃 兵 頭 立 士 宇和島市三間町兼近４７５番地

〃 小 西 和 昭 宇和島市柿原１９２１番地１

〃 竹 葉 敬 正 宇和島市三間町宮野下１０６５番地

監 事 藤 原 靖 昭 宇和島市三間町是延３６５番地２

〃 二 宮 � 三 宇和島市三間町迫目２９３番地

〃 河 野 道 生 宇和島市三間町大藤１９８番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宇都宮 傳 宇和島市三間町大藤６７５番地

〃 冨 永 真 範 宇和島市三間町黒井地１９００番地

〃 今 西 吉 久 宇和島市三間町小沢川３９８番地

〃 毛 利 正 行 宇和島市三間町北増穂４１７番地

〃 渡 邊 雄 策 宇和島市三間町大内２７３番地

〃 土 居 修 宇和島市三間町土居垣内５５番地

〃 山 本 聰 宇和島市三間町戸雁１１４６番地

監 事 古 谷 虎 男 宇和島市三間町則１４８８番地

〃 田 中 利 弘 宇和島市三間町増田１１０番地

〃 兵 頭 信 夫 宇和島市三間町波岡８３６番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猪伏西谷線

上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏９０５４番１地先から

同字９０５６番１地先まで
旧 ４．４～７．３ ０．１７６

上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏９０５４番１地先から

同字９０５５番３まで
新 ５．０～５３．２ ０．１６６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏９０５４番１地先から

同字９０５５番３まで
平成２７年３月１０日

��������������

��������������
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
平成２６年１１月１６日執行の愛媛県知事選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成２７年３月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２６年１１月１６日執行 愛媛県知事選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） ３２，４３５，４００円

３ 報告書の要旨

選挙管理委員会告示

候 補 者 氏 名 小 路 貴 之 所 属 党 派 無 所 属
平成２６年１０月５日から 第１回分

期 間
平成２７年１月６日まで 第２回分

出納責任者氏名 中 尾 暁 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５２７，６００

くらし・平和・安全をまもる県民の会 １，５００，０００円 選挙事務所費 ５２７，６００

集合会場費 ０

通信費 ０

交通費 ３，６４０

印刷費 ８７３，６８０

広告費 １４７，４４６

文具費 ６，７７４

食糧費 ３０，７８０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ４０，９７６

その他の収入 ０ 雑 費 ２，１６０

今 回 計 １，５００，０００ 今 回 計 １，６３３，０５６

総 計 １，５００，０００ 総 計 １，６３３，０５６

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 ０円

ポスターの作成 ７０５，２００円

計 ７０５，２００円

報告書受理年 月 日
平成２６年１１月２８日

平成２７年１月１２日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 中 村 時 広 所 属 党 派 無 所 属
平成２６年１０月１８日から 第１回分

期 間
平成２６年１２月５日まで 第２回分

出納責任者氏名 浮 穴 義 夫

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ８２９，０００円
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�正 誤

平成２６年４月１日付け第２５５８号外１目次中

�������
�正 誤

平成２６年１２月２４日付け第２６３４号外１（職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例）中

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １，３５３，９３６

日 野 二 郎 会社役員 ４３０，０００円 選挙事務所費 ７３０，０００

愛顔えひめの会 １，３９１，０００ 集合会場費 ６２３，９３６

仙 波 重 樹 会社役員 ６８，０００ 通信費 ５８，９７３

竹 村 良 香 無 職 ４８，０００ 交通費 ２２６，０７０

中 野 景 二 自 営 業 １６，０００ 印刷費 １，４２４，０６０

金 並 英 佑 自 営 業 ２４，０００ 広告費 １１２，９００

文具費 ０

食糧費 ６９，７６６

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ７３，８５０

その他の収入 ３，０４０，０００ 雑 費 ５４，２７３

今 回 計 ５，０１７，０００ 今 回 計 ４，２０２，８２８

総 計 ５，０１７，０００ 総 計 ４，２０２，８２８

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 ５１２，０００円

ポスターの作成 ７４２，５００円

計 １，２５４，５００円

報告書受理年 月 日
平成２６年１２月１日

平成２６年１２月９日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

ページ 箇 所 誤 正

１ 目次欄上から
１３行目

愛媛県事務決裁規程の
一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程
の一部を改正する訓令

正 誤

ページ 箇 所 誤 正

７６
第７条
改正前欄中
下から５行目

３４，２００円 ３４，９００円

平成２７年３月１０日 発行

愛 媛 県 報平成２７年３月１０日 第２６５３号

１５６


